
付表３　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（施設内） 年

人 人 人 時間

A B C D E

F G H I J

週
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

曜 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

※２ 各事業所の勤務割表等で、本表と同様の内容が確認できる場合は、本表の代わりとしてもかまいません。 職員欄が不足する場合は、適宜行を挿入してください。
※３ 左の色付きセルを記載してください。 加算対象は、「人員配置に関わる加算」欄に対応する記号（A、B、C等）を記載してください。
※４ 人員配置区分は、報酬算定上の区分を記載してください。
※５ 前年度平均実利用者数は、小数点以下第２位を切り上げてください。
※６ 基準上の必要人員は、小数点以下第２位を切り上げてください。 常勤換算数の計は、小数点以下第２位を切り捨ててください。
※７ 当該事業所・施設に係る組織体制図を添付してください。

※９
※10
※11 勤務形態は、①常勤・専従、②常勤・兼務、③非常勤・専従、④非常勤・兼務のいずれか

を記載してください。
※12

施設外就労分は、次ページ「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（施設外）」へ施設外就労先ご
とに記入し、上記に含めないでください。

※13

0.0

※１ 本表はサービス種類ごとに作成してください。ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援
護については、本表は共通でかまいません。

※８ 人員配置に関わる加算は、取得している（する）人員配置に関わる加算名、区分をA～Jに
記載してください。

0 0

0.0

0 0 0.0

0 0

0.0

0 0 0.0

0 0

0.0

0 0 0.0

0 0

0.0

0 0 0.0

0 0

0.0

0 0 0.0

0 0

0.0

0 0 0.0

0 0

0.0

0 0 0.0

0 0

0.0

0 0 0.0

0 0

0.0

0 0 0.0

0 0

0 0 0.0

0 0 0.0

第４週

0 0 0.0

職種
加算
対象
※10

勤務
形態
※11

氏名
資格、

修了済研修

勤務時間
4週
合計

週平
均

常勤
換算
数

人員配置に関わる
加算※8

基準上の必要人
員、加算ごとの常
勤換算数の計
※12

第１週 第２週 第３週

基準上の必要人員※6 当該事業所・施設での常勤の1週間の勤務時間 40.0

介護保険法に基づく訪問介護事業所の有無　（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護のみ） 無 施設外就労の有無　（就労系のみ） 無

定員 人員配置区分※4 :1 前年度平均実利用者数※5

　

サービス種類 事業所・施設名 共生型 　 多機能型 　

令和４ 4 月分 予定 実績



（参考様式４）

番　　　　　号

　　年　　月　　日

施設又は事業所の所在地及び名称

代表者氏名 印

電話番号

　　下記の者の実務経験は、以下のとおりであることを証明します。

注 １

２

３

４．

実 務 経 験 証 明 書

松山市長　　様　

氏　　名 （生年月日：　　　　年　　月　　日）

現　住　所

施設又は事業所名

施設・事業所の種別（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

業　務　期　間 　　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日（　　　年　　　月間）

業　務　内　容

職名（　　　　　　　　　　　　　　　）

うち業務に従事した日数 （　　　　　　日）

証明内容を訂正した場合は、証明権者の職印を押印してください。なお、修正液による訂正は認め
られません。

施設又は事業所名欄には、施設等で提供するサービス等の種別も記入すること。

業務期間欄は、受験申込者が要援護者に対する直接的な援助を行っていた期間を記入すること。
（産休・育休・療養休暇や長期研修期間等は業務期間となりません）

現在、既に必要とする実務経験期間を満たしている場合は、実務経験証明書作成日までの期間また
は、退職した日までの期間を記入すること。

業務内容欄は、看護師、児童指導員等の職名を記入し、証明を受ける者の本来業務について、「障
害児通所支援事業の放課後等デイサービスにおいて、障がい児に対する訓練指導業務に従事」、
「○○実施要綱の○○事業において、○○に対する○○業務に従事」等、具体的に記入すること。

また、療養病床の病棟等において介護業務を行った場合は明記し、当該病棟が療養病床として許可
等を受けた年月日を記入すること。



（参考）

　児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける「医療的ケア」とは、医療的ケアスコア表に規定する14類型の医療行為。

　

★医療的ケアスコアの確認について

報酬 要件 判定する者
スコア
提出先

医療的ケア区分に応じた基本報酬
医療的ケア区分１～３の判定が
必要等

主治医
（見守りスコアが必要）

市町村

看護職員加配加算

利用する重症心身障害かつ医
療的ケアを必要とする障がい児
の医療的ケアスコアの合計が40
点以上　等

主治医
（見守りスコアが必要）

市町村

医療連携体制加算 医療的ケア児であること
主治医以外でも可

（事業所に配置された
看護職員　等）

事業所

　○　医療的ケアスコアの「見守りスコア」の判定を伴う場合は、主治医により判定する必要があるが、「見守りスコア」まで
　　　判定する必要がない場合は、事業所に配置された看護職員が判定することも可能。

　○　医療的ケア区分を決定するときは、受給者証にその旨を記載するため、保護者は市町村に新判定スコアを提出する
　　　 必要があるが、看護職員加配加算や医療連携体制加算は従来どおり事業所において確認し、その根拠となる資料
を
        保管。

　○　新判定スコアの「点数」が必要な場合は、「基本スコア」と「見守りスコア」共に医師が判断する必要がある。

★医療的ケアとは

★医療的ケアスコアとは

　○　医療的ケア児の医療濃度を図るためのスコア。医療的ケアの各項目ごとに、「基本スコア」と「見守りスコア」の
　　　　２つの構成となっており、これらの点数を合算したスコアを指す。

　○　「基本スコア」は医療行為の該当の有無についての評価であり、保護者や医師、看護職員等への聞き取り等により
        事業所で判定することが可能。 一方、「見守りスコア」は、医療的ケアを実施する上でのリスクについて、
　　　　医療的ケアに係るトラブルrが命にかかわるか、主介護者による回復が容易かどうかの評価であり、
　　　　医師（※）による判定が必要。

      　（※）「見守りスコア」を判定する医師は、当該児童が日頃から診察を受けている医師（いわゆる主治医）とする。
　　　　　　医療的ケア児には、大学病院等と 地域の診療所の両方を受診している場合もあるが、そのような場合はどちらの医師が
　　　　　　判定をしても良いものとする。

　○　医療的ケア児に係る基本報酬、看護職員加配加算及び医療連携体制加算のいずれも、医療的ケア児を対象とした
        報酬であるが、上記のようにスコアの取扱いに違いがあるため、各報酬の算定における判定プロセスが異なる。

医療的ケア区分に応じた基本報酬等、医療的ケア児を支援したときの報酬の取扱いについ

ては、令和３年3月23日付け厚生労働省事務連絡（令和３年度報酬改定における医療的ケ

ア児に係る報酬（児童発達支援及び放課後等デイサービス）の取扱い等について）の別紙

２に記載されていますので、必ずご確認ください。



（参考）障害福祉サービス等利用における医療的ケアの判定スコア

日中 夜間 高 中 低 見守り中の場合
見守り低の場

合
（0点）

10点 □ □ □
直ちにではないがおおむね15
分以内に対応する必要がある
場合（1点）

それ以外の場合

8点 □ それ以外の場合

5点 □ それ以外の場合

□ □ 8点 □ それ以外の場合

8点 □ それ以外の場合

□ □ 3点

(1) 経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、
腸瘻、食道瘻

8点 □ それ以外の場合

(2)  持続経管注入ポンプ使用 3点 □ それ以外の場合

8点 □ それ以外の場合

(1)  皮下注射（インスリン、麻薬など） □ □ 5点 □ それ以外の場合

(2)  持続皮下注射ポンプ使用 □ □ 3点 □ それ以外の場合

□ □ 3点 □ それ以外の場合

8点 □ それ以外の場合

(1)  利用時間中の間欠的導尿 □ □ 5点

(2) 持続的導尿（尿道留置カテ－テル、膀胱
瘻、腎瘻、尿路ストーマ）

□ □ 3点 □ それ以外の場合

(1)  消化管ストーマ □ □ 5点 □ それ以外の場合

(2)  摘便、洗腸 □ □ 5点

(3)  浣腸 □ □ 3点

3点 □ それ以外の場合

医療的ケア（診療の補助行為）
基本スコア

基本
スコア

見守りスコア 見守りスコアの基準（目安）

見守り高の場合

１ 人工呼吸器（鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽
圧吸入法、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む）の管理
注）人工呼吸器及び括弧内の装置等のうち、いずれか一つに該当する場合にカ
ウントする。

□

自発呼吸がない等のために人工呼吸
器抜去等の人工呼吸器トラブルに対
して直ちに対応する必要がある場合
（2点）

2  気管切開の管理
注）人工呼吸器と気管切開の両方を持つ場合は、気管切開の見守りスコアを加
点しない。（人工呼吸器10点＋人工呼吸器見守り０～２点＋気管切開８点）

□ □
自発呼吸がほとんどない等ために気管切開カニューレ抜去に対して直
ちに対応する必要がある場合（2点）

3  鼻咽頭エアウェイの管理 □ □
上気道狭窄が著明なためにエアウェイ抜去に対して直ちに対応する必
要がある場合（1点）

4  酸素療法 □
酸素投与中止にて短時間のうちに健康及び患者の生命に対して悪影
響がもたらされる場合（1点）

5  吸引（口鼻腔・気管内吸引） □ □ 自発運動等により吸引の実施が困難な場合（1点）

6  ネブライザーの管理

7  経管栄養
□ □

自発運動等により栄養管を抜去する/損傷させる可能性がある場合（2
点）

□ □ 自発運動等により注入ポンプを倒す可能性がある場合（1点）

8  中心静脈カテーテルの管理（中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻
薬など）

□ □
自発運動等により中心静脈カテーテルを抜去する可能性がある場合
（2点）

9 皮下注射
注）いずれか一つを選択

□ 自発運動等により皮下注射を安全に実施できない場合（1点）

□
自発運動等により持続皮下注射ポンプを抜去する可能性がある場合
（1点）

10  血糖測定（持続血糖測定器による血糖測定を含む）
注) インスリン持続皮下注射ポンプと持続血糖測定器とが連動している場合は、血糖測定
の項目を加点しない。

□
血糖測定とその後の対応が頻回に必要になる可能性がある場合（1
点）

11  継続的な透析（血液透析、腹膜透析を含む） □ □ 自発運動等により透析カテーテルを抜去する可能性がある場合（2点）

12  導尿
注）いずれか一つを選択 □

自発運動等により持続的導尿カテーテルを抜去する可能性がある場
合（1点）

14  痙攣時の 坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動
等の処置
注）医師から発作時の対応として上記処置の指示があり、過去概ね1年以内に発作の既往
がある場合

□ □
痙攣が10分以上重積する可能性や短時間のうちに何度も繰り返す可
能性が高い場合（2点）

13  排便管理
注）いずれか一つを選択

□ 自発運動等により消化管ストーマを抜去する可能性がある場合（1点）

医師（主治医）による判定が必要事業所での判定も可能



（別表１）

　　年　　月　　日

事業所・施設の名称

　１　異動区分

月
①　児童発達支援の

利用延べ人数
②　①うち未就学児

③　未就学児の割合
（②／①）

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

合計

(小数点２位以下切り上げ)

備考　　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

            医療的ケア区分に応じた基本報酬に関する届出を行う場合は別添も添付してください。

　　　新設又は増改築等の時点から３月未満の間は、新設又は増改築等の時点から体制届の提出までの
　　　間の在籍者数（契約者数）に占める小学校就学前の障害児の割合により報酬区分を判定することとし、
　　　新設又は増改築等の時点から３月以上１年未満の間は、新設又は増改築の時点から３月における
　　　障害児の延べ利用人数により算定すること。
　　　　また、１年以上経過している場合は、直近１年間における障害児の延べ利用人数により算出すること。
　　※　定員を減少する場合は、減少後の実績が３月以上あるときは、減少後３月における障害児の利用
　　　延べ人数により算出すること。
　　　（これにより難い合理的な理由がある場合は、他の適切な方法により利用者数を推定し、知事の承認

　　※　新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度１年未満の実績しかない場合の障害児の数は、

報酬算定区分に関する届出書（児童発達支援）

①　新規　　　　　　　　　　　　②　変更　　　　　　　　　　　　　③　終了

　２　利用児童の状況

※①に占める②の割合が70％以上の場合は、障害児通所報酬告示第１の
二の（１）「主に未就学児に対し指定児童発達支援を行う場合」の区分で請
求すること。

（令和３年４月以降）



（別表２）

令和　　年　　月　　日

事業所・施設の名称

　１　異動区分

備考　　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

　　　　　医療的ケア区分に応じた基本報酬に関する届出を行う場合は別添も添付してください。　　

　　　

報酬算定区分に関する届出書（放課後等デイサービス）

①　新規　　　　　　　　　　　　②　変更　　　　　　　　　　　　　③　終了

（令和３年４月以降）

　２　提供時間

区分１
運営規定等に定める標準的なサービス提

供時間（授業終了後）が３時間以上

区分２
運営規定等に定める標準的なサービス提

供時間（授業終了後）が３時間未満



（報酬算定区分に関する届出書・別添）

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日

日 人

備考　　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。　標準的な月における、医療的ケア児の利用児童数と、それに応じた必要看護職員数に対して、配置看護職員数を記載してください。

　多機能型（人員配置特例の利用あり）の場合、児童発達支援と放課後等デイサービスの利用児童数を合わせて記入してください。

　多機能型（人員配置特例の利用なし）の場合、本用紙を、児童発達支援で１枚、放課後等デイサービスで１枚と、分けて作成してください。

医療的ケ
ア児利用
児童数

区分３（32点以上）

区分２（16点以上）

区分１（３点以上）

合計

必要看護
職員数

区分３（32点以上）

区分２（16点以上）

区分１（３点以上）

合計

（別表１、２の別添）医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する届出書（令和３年４月以降）

サービスの種別 ① 児童発達支援　　　　　　② 放課後等デイサービス　　　　　　③ ①・②の多機能

　　月

合計

配置看護職員数

医療的ケア児が利用する日の合計日数 医療的ケア児の１日の平均利用人数



日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

1 3 1 3 3 0 0 1 3 1 3 3 0 0 1 3 1 3 3 0 0 1 3 1 3 3 0 0 1 3 1 49

1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0

0 0.66 0 0.66 0.33 0 0 0 0.66 0 0.66 0.33 0 0 0 0.66 0 0.66 0.33 0 0 0 0.66 0 0.66 0.33 0 0 0 0.66 0

1 1.16 1 1.16 1.83 0 0 1 1.16 1 1.16 1.83 0 0 1 1.16 1 1.16 1.83 0 0 1 1.16 1 1.16 1.83 0 0 1 1.16 1 28

1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 31

日 人

備考　　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。　標準的な月における、医療的ケア児の利用児童数と、それに応じた必要看護職員数に対して、配置看護職員数を記載してください。

（別表１、２の別添）医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する届出書（令和３年４月以降）

４月

合計

医療的ケ
ア児利用
児童数

区分３（32点以上）

区分２（16点以上）

区分１（３点以上）

合計

医療的ケア児が利用する日の合計日数 23 医療的ケア児の１日の平均利用人数 2.13

必要看護
職員数

区分３（32点以上）

区分２（16点以上）

区分１（３点以上）

合計

配置看護職員数



（別表１０－１）

①　常勤かつ専任の相談支援専門員を配置している。

　　相談支援専門員の配置状況

　常勤専従 人 　常勤兼務 人

　常勤専従 人 　常勤兼務 人

※　常勤専従者の兼務については、業務に支障のない範囲とする。

②　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を

　目的とした会議を定期的に開催している。

③　24時間常時連絡できる体制を整備している。

④　当該指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、

　現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施している。

⑤　基幹相談支援センター等からの支援困難ケースが紹介された場合に、当該

　ケースを受託する体制を整備している。

⑥　基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。

⑦　１人の相談支援専門員の取扱件数（前６月平均）が40件未満である。

※　各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も
     提出してください。

※　当該届出様式は標準様式とする。

有 ・ 無

届　  出　  項　  目 　１　機能強化型（継続）サービス利用支援費(Ⅰ)　　２　　(Ⅱ)　　３　　(Ⅲ)　 ４　　（Ⅳ）　※

　※機能強化型（継続）障害児支援利用援助費についても同様。

有 ・ 無相談支援専門員

上記のうち現任研修修了者

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

異　動　等　区　分 　１　新規　　　２　変更　　　３　終了

　 　　年 　　月 　　日

計画相談支援・障害児相談支援における
機能強化型（継続）サービス利用支援費・機能強化型（継続）障害児支援利用援助費に係る届出書

事　  業 　 所　  名



（別表１０－２）

①　常勤かつ専任の相談支援専門員を配置している。

　　相談支援専門員の配置状況（合計）

　常勤専従 人 　常勤兼務 人

　常勤専従 人 　常勤兼務 人

　　それぞれの事業所における相談支援専門員の配置状況

⑴　事業所名　 （当該事業所）

　常勤専従 人 　常勤兼務 人

　常勤専従 人 　常勤兼務 人

⑵　事業所名　 （他の事業所）

　常勤専従 人 　常勤兼務 人

　常勤専従 人 　常勤兼務 人

※　常勤専従者の兼務については、業務に支障のない範囲とする。

※　記載欄が不足する場合は適宜欄を追加すること（別紙可）

①-a 協働体制を確保する事業所間において、協定を締結している。

①-b 協働体制の要件を満たしているかについて、事業所間において

　　　　定期的（月１回）に確認が実施されている。

①-c 原則、全職員が参加するケース共有会議、事例検討会を月２回以上共同開催している。

②　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を

　目的とした会議を定期的に開催している。

③　協働体制を確保する事業所間において24時間常時連絡できる体制を整備している。

④　当該指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、

　現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施している。

⑤　基幹相談支援センター等からの支援困難ケースが紹介された場合に、当該

　ケースを受託する体制を整備している。

⑥　基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。

⑦　運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により

　位置付けられていることを定めていること。

⑧　１人の相談支援専門員の取扱件数（前６月平均）がそれぞれ40件未満である。

※　各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も
     提出してください。

※　当該届出様式は標準様式とする。

有 ・ 無

有 ・ 無

相談支援専門員

上記のうち現任研修修了者

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

相談支援専門員

上記のうち現任研修修了者

相談支援専門員

上記のうち現任研修修了者

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

異　動　等　区　分 　１　新規　　　２　変更　　　３　終了

届　  出　  項　  目 　１　機能強化型（継続）サービス利用支援費(Ⅰ)　　２　　(Ⅱ)　　３　　(Ⅲ)　 ４　　（Ⅳ）　※

　※機能強化型（継続）障害児支援利用援助費についても同様。

　 　　年 　　月 　　日

計画相談支援・障害児相談支援における
機能強化型（継続）サービス利用支援費・機能強化型（継続）障害児支援利用援助費に係る届出書

（複数の指定特定（障害児）相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合）

事　  業 　 所　  名



（付表2）

　１　事業所・施設の名称

２　異動区分

３　届出項目

①
生活支援員等の総数
（常勤）

人

②
①のうち社会福祉士等
の総数（常勤）

人
①に占める②の割合が
２５％又は３５％以上

①
生活支援員等の総数
（常勤換算）

人

② ①のうち常勤の者の数 人
①に占める②の割合が
７５％以上

①
生活支援員等の総数
（常勤）

人

②
①のうち勤続年数３年以上の
者の数

人
①に占める②の割合が
３０％以上

　　　○自立生活援助にあっては、地域生活支援員

　　　　加算（Ⅲ）においては、児童指導員、保育士若しくは障害福祉サービス経験者又は共生型児童発達支援従業者

　　　○医療型児童発達支援にあっては、加算（Ⅰ）（Ⅱ）においては、児童指導員又は指定発達支援医療機関の職員、

　　　　加算（Ⅲ）においては、児童指導員、保育士又は指定発達支援医療機関の職員

　　　○福祉型障害児入所施設にあっては加算（Ⅰ）（Ⅱ）においては、児童指導員、加算（Ⅲ）においては、児童指導員

　　　　又は保育士

　　　○医療型障害児入所施設にあっては加算（Ⅰ）（Ⅱ）においては、児童指導員又は指定発達支援医療機関の職員(直接

　　　　支援業務に従事する者のうち、看護職員及び保育士であるものを除く)、加算（Ⅲ）においては、児童指導員、

　　　　保育士又は指定発達医療機関の職員(直接支援業務に従事する保育士又は指導員であるものに限る。)

　　　　又は共生型放課後等デイサービス従業者、

　　　　加算（Ⅲ）においては、児童指導員、保育士若しくは障害福祉サービス経験者又は共生型放課後等デイサービス従業者

　　　　のことをいう。

　　４　ここでいう社会福祉士等とは、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師のことをいう。
　　　　また、就労移行支援のみ、社会福祉士等に作業療法士を含む。

　　　○放課後等デイサービスにあっては、（Ⅰ）（Ⅱ）においては、児童指導員、障害福祉サービス経験者

　　　保健福祉部長通知）第二の２の（３）に定義する「常勤」をいう。

　　３　ここでいう生活支援員等とは、

　　　○療養介護にあっては、生活支援員

　　　○生活介護にあっては、生活支援員又は共生型生活介護従業者

　　　○自立訓練（機能訓練）にあっては、生活支援員又は共生型自立訓練（機能訓練）従業者

　　　○自立訓練（生活訓練）にあっては、生活支援員、地域移行支援員又は共生型自立訓練（生活訓練）従業者

　　　○就労移行支援にあっては、職業指導員、生活支援員又は就労支援員

　　　○就労継続支援Ａ型・Ｂ型にあっては、職業指導員又は生活支援員

　　　○共同生活援助にあっては、世話人又は生活支援員（外部サービス利用型にあっては、世話人）

　　　○児童発達支援にあっては、加算（Ⅰ）（Ⅱ）においては、児童指導員、障害福祉サービス経験者

　　　　又は共生型児童発達支援従業者、

　　　ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成１８年１２月６日厚生労働省社会・援護局障害

　　年　　月　　日

福祉専門職員配置等加算に関する届出書（平成30年４月以降）
（療養介護・生活介護・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労移行支援・
就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型・自立生活援助・共同生活援助・児童発達支援・

医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設）

　１　新規　　　　　　２　変更　　　　　　３　終了

　１　福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)　 　※有資格者35％以上

  ２　福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)　 　※有資格者25％以上

  ３　福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)　　 ※常勤職員が75％以上又は勤続3年以上の常勤職員が30％以上

　４　社会福祉士等の状況 有・無

　５　常勤職員の状況

有・無

　６　勤続年数の状況

備考１　「異動区分」、「届出項目」欄については、該当する番号に○を付してください。

　　２　ここでいう常勤とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー



（付表３）

事業所・施設の名称

　１　異動区分

常勤 非常勤

管 理 栄 養 士 人 人

栄 養 士 人 人

　３　栄養マネジメントの状況 常 勤 の 管 理 栄 養 士 人

栄養マネジメントに関わる者

職種 氏名

医師

管理栄養士

看護師

備考１　　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

　　　２　　「栄養マネジメントに関わる者」には、共同で栄養ケア計画を作成している者の職種及び氏名を記入してく

ださい。

　　　

　　年　　月　　日

栄養士配置加算及び栄養マネジメント加算に関する届出書

①　新規　　　　　　　　　　　　②　変更　　　　　　　　　　　　　③　終了

　２　栄養士配置の状況



（付表４）

年齢

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注１　備考欄には、「契約による入所」等を記入する。

注２　心理担当職員配置加算を算定する場合に作成し、都道府県知事に届け出ること。

定員

公認心理師資格の有無 ①　有　　　　　　　　　②　無

氏名 入所日 備考

施設名

　　年　　月　　日

心的外傷のため心理療法を必要とする障害児（平成30年4月以降）

（障害児入所支援）

施設種別



（付表5）

年齢

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

定員

運営規定上の営業時間

氏名 利用時間 備考

※営業時間とは・・・運営規程上で定めるサービス提供可能時間

※　運営規程に定める営業時間（送迎のみを実施する時間は含まない）が８時間以上である営業日
において、個別支援計画に基づき営業時間を超えて支援を行うものとして、加算を算定する場合に
届け出ること。

※　延長時間帯に、基準上置くべき直接処遇職員を１名以上配置する必要があること。

※　延長支援加算を算定する障害者（施設入所者を除く）又は障害児に係る個別支援計画書（生活
介護計画書、児童発達支援計画書、医療型児童発達支援計画書又は放課後等デイサービス計画
書）を添付すること。

※　障害児通所支援については、保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入れ先が不足して
いる等の延長した支援がやむを得ない理由があり、かつ、原則として当該理由が障害児支援利用
計画に記載されている必要があることに留意するとともに、障害児支援利用計画も添付すること。

　　年　　月　　日

延長支援加算体制届出書

施設種別

施設名

（生活介護、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス）



（付表6）

年齢

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注１　算定する児童に係る特別支援計画書を添付すること。

注２　特別支援加算を算定する場合に作成し、市長に届け出ること。

注３　ア　児童発達支援給付費において、児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支援を行う場合に
　　　　　あっては言語聴覚士を除き、児童発達支援センター又は児童発達支援センター以外の施設において重症心身
　　　　　障害児に対し指定児童発達支援を行う場合にあっては理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び看護職員を
          除く。
　　　 イ　医療型児童発達支援給付費において、重症心身障害児又は肢体不自由児に対し指定医療型児童発達支援を
         行う場合にあっては理学療法士及び作業療法士を除く。

定員

機能訓練担当職員

理学療法士　　　　名            作業療法士　　　　　　 　　　名
言語聴覚士　　　　名            心理指導担当職員　　　　　名
看護職員　　　 　　名
視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者　　　名

氏名 利用開始日 備考

　　年　　月　　日

特別支援加算体制届出書（平成30年4月以降）

施設種別

施設名

（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス）



（付表7）

令和　　年　　月　　日

単位１

設備

居室

居間

台所

食堂

浴室

便所

玄関

その他

単位２

設備

居室

居間

台所

食堂

浴室

便所

玄関

その他

小規模グループケア加算体制申請書（届出書）（令和３年４月以降）

施設名
施設種別 福祉型　・　医療型

入所定員 人

届出区分 １．新規　　　　　　２．変更　　　　　　3．廃止

一単位当たりの定員 　　　　　　　　人 専任職員の配置 人（職種：　　　　　　　　　　）

専用・共用の別 備考

専　・　共 児童一人当たりの面積（　　　　　㎡）

専　・　共

専　・　共

専　・　共

専　・　共

専　・　共

専　・　共

専　・　共

一単位当たりの定員 　　　　　　　　人 専任職員の配置 人（職種：　　　　　　　　　　）

専用・共用の別 備考

専　・　共 児童一人当たりの面積（　　　　　㎡）

専　・　共

専　・　共

専　・　共

専　・　共

専　・　共

専　・　共

専　・　共

※　福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設において小規模なグループケアを実施
　する場合に届け出ること。
※　小規模グループケアの単位の定員は、４～８名とする。
※　居室の床面積は、4.95㎡以上であること。
※　小規模グループケアを実施する場合は、専任の職員として児童指導員又は保育士１名以上
　を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。
※　単位ごとに作成すること。（表が足りない場合は、適宜追加すること。）
※　新規の届け出の場合は、小規模グループケアを行う施設の平面図を添付すること。



（付表7）

対象児童の状況

単位１

年齢 性別

単位２

年齢 性別

児童氏名 本体施設での入所期間 グループケア実施期間

児童氏名 本体施設での入所期間 グループケア実施期間



（付表8）

うち５年以上保育士の
員数
（常勤換算）

備考

１

２

３

４

５

６

７

８

従業者の総数 B
（常勤換算）

人　 人　

うち理学療法士等の員数
（常勤換算）

人　 人　

令和　　年　　月　　日

児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書

（児童発達支援、放課後等デイサービス（令和３年４月以降））

事業所・施設の名称

サービスの種別 ① 児童発達支援　　　　② 放課後等デイサービス　　　　③ ①・②の多機能

単位① 単位②

　１　異動区分 ①　新規　　　　　　　　　　　　②　変更　　　　　　　　　　　　　③　終了

　２　従業者の状況

基準人数 A

うち５年以上児童指導員
の員数
（常勤換算）

児童指導員等加配加算
算定対象者（加配職員）

（「サービスの種別」欄が③多機能で人
員配置特例を利用しない場合のみ）

サービスの種類

人　 人　

うち保育士の員数
（常勤換算）

人　 人　

人　 人　

うち児童指導員等の員数
（常勤換算）

人　 人　

人　 人　

うちその他の従業者の員数
（常勤換算）

人　 人　

加配人数
（B－A）

人　 人　

ア　理学療法士等
イ　児童指導員等
ウ　その他の従業者

ア　理学療法士等
イ　児童指導員等
ウ　その他の従業者

専門的支援加算
算定対象者（加配職員）
（注）イ、ウは、児童発達支援の場合のみ選
択可能。

ア　理学療法士等（保育士を除く。）
イ　５年以上保育士
ウ　５年以上児童指導員

ア　理学療法士等（保育士を除く。）
イ　５年以上保育士
ウ　５年以上児童指導員

（「サービスの種別」欄が③多機能の
み）専門的支援加算をするサービス
の種類

①　児童発達支援
②　放課後等デイサービス

①　児童発達支援
②　放課後等デイサービス

　「サービス種別」、「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

　「従業者の状況」には、サービス毎に単位を分けている場合は、児童指導員等の数を単位別に記載してください。

　多機能型（人員配置特例の利用なし）の場合は、「従業者の状況」単位①・②欄にそれぞれ児童発達支援と放課後等デイ
サービスの「基準人数」等をそれぞれ記載してください。

　「うち理学療法士等の員数（常勤換算）」には、サービス毎に配置されている理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育
士、心理療法の技術を有する従業者又は視覚障害者の生活訓練の養成を行う研修を終了した従業者の数を単位別に記載
してください。

　「うち保育士の員数（常勤換算）」には、理学療法士等の員数のうち、保育士の数を単位別に記載してください。

　「うち５年以上保育士の員数（常勤換算）」には、保育士の資格を得てから５年以上児童福祉事業に従事した経験を有する
保育士の数を単位別に記載してください。

　「うち児童指導員等の員数（常勤換算）」には、サービス毎に配置されている児童指導員、手話通訳士、手話通訳者、強度
行動障害支援者養成研修（基礎研修）を修了した指導員の数を単位別に記載してください。

　「うち５年以上児童指導員の員数（常勤換算）」には、児童指導員の資格を得てから５年以上児童福祉事業に従事した経験
を有する児童指導員の数を単位別に記載してください。



（付表8）

９

１０

参考

　　　

　児童発達支援給付費又は放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者（直接処遇職員）に加え、以下の従業者を常
勤換算で１以上加配していること。
　※児童発達支援センター以外において、障害児（重症心身障害児を除く。）に対して支援を行う場合、理学療法士等又は児童指導
員等の加配区分を算定する場合は、児童指導員等配置加算を算定しており、令和3年３月31日時点で旧基準により指定を受けてい
る事業所で、経過措置により障害福祉サービス経験者を配置する事業所においては、児童指導員、強度行動障害支援者養成研修
（基礎研修）修了者又は保育士を２以上（常勤換算）配置している場合に限る。

ア　理学療法士等（専門職員）：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、心理療法の技術を有する又はこれと同等以上の
　　能力を有すると認められる従業者、又は視覚障害者の生活訓練の養成を行う研修を終了した従業者
イ　児童指導員等：児童指導員、手話通訳士、手話通訳者、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者（上記備考９参照）
ウ　その他の従業者（上記ア、イに該当しない者）

◎専門的支援加算

【児童発達支援の場合】
　児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者及び、児童指導員等加配加算を取得している場合は、加配加算の算定に必要と
なる理学療法士等、児童指導員等、又はその他の従業者に加え、理学療法士等（保育士にあっては、保育士として5年以上児童福
祉事業に従事した者に限る。）又は５年以上児童福祉事業に従事した児童指導員を常勤換算で１以上加配していること。児童指導
員（児童指導員として５年以上児童福祉事業に従事した者に限る。）を１以上加配していること。

【放課後等デイサービス】
　放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者及び、児童指導員等加配加算を取得している場合は、加配加算の算定
に必要となる理学療法士等、児童指導員等、又はその他の従業者に加え、理学療法士等（保育士を除く。）を常勤換算で1以上加配
していること。

　※（共通）　通所支援計画未作成減算を適用している場合は加算不可。
　※（児童発達支援）　専門的支援加算では、保育士及び児童指導員については、保育士又は児童指導員としての資格取得から
　　　５年以上児童福祉事業に従事した経験が必要。
　※（放課後等デイサービス）専門的支援加算では、保育士及び児童指導員は算定対象とならない。

　重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を配置した場合には、強
度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者と同等の扱いとします。

　算定対象者（加配職員）については、該当項目に○を付してください。

◎児童指導員等加配加算



（付表９）

事業所・施設の名称

　　１　異動区分

氏名 職種
喀痰吸引等の

実施可否

1

2

3

計

　　　　　３　「喀痰吸引等の実施可否」については、送迎同乗者が実施可能な医療的ケアについて記載すること。

備考　　１　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

　　　　　２　重症心身障害児に対して支援を提供する児童発達支援センター、児童発達支援事業所、
　　　　　　医療型児童発達支援センター、放課後等デイサービス事業所において作成すること。

　　年　　月　　日

送迎加算に関する届出書（重症心身障害児）

（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス）

①　新規　　　　　　②　変更　　　　　　③　終了

　　２　送迎の体制
　　　　（運転手以外）

人



（付表１０）

資格取得日
障害児支援
経験年数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

備考　１　事業所に配置されている訪問支援員について記載すること。

　　　　２　障害児支援経験年数には、資格取得後の障害児支援事業所等又は任用資格取得後に初めて
　　　　　障害児支援事業所等に採用されてからの実務経験年数を記載すること。

　　年　　月　　日

訪問支援員特別加算体制届出書

（保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援（平成30年4月以降））

事業所・施設の名称

異動区分 ①　新規　　　　　　②　変更　　　　　　③　終了

○訪問支援員の配置状況

氏名 職種（資格）



（付表１１）

事業所・施設の名称

１　異動区分

２　配置状況

配置人数 人

備考１　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

　　２　「配置人数」には常勤換算方法による研修修了者数を記載してください。

　　３　実践研修・基礎研修共に、研修修了証の写しを添付すること。

　　４　本加算は、重度障害児支援加算を算定しており、実践研修修了者が作成した支援計画シート及び
　　　支援手順書に基づき、基礎研修修了者が対象児童に対して支援を行っている場合に算定可能。

　　年　　月　　日

重度障害児支援加算（強度行動障害支援者養成研修修了者による
支援における追加加算分）に関する届出書

（障害児入所支援）

１　新規　　　　　　　　　２　変更　　　　　　　　　　３　終了

　　１　強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者　配置
　　　　　（行動援護従業者養成研修修了者を配置した場合を含む）

　　２　強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者　配置
　　　　　（重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者又は行動援護従業者

　　　　　養成研修修了者を配置した場合を含む）



（付表12）

事業所・施設の名称

施設の種別

　　１　異動区分

（１）医師の勤務体制

職種 員数 1月あたりの勤務日数

医師

　※　経歴が分かる書類を添付すること

（２）生活支援員の員数

職種 員数（常勤換算） 基準上必要な数（常勤換算）

児童指導員

（３）心理療法を担当する職員

職種 氏名

（４）実践研修修了者の配置状況（いずれかに○を付すこと）

（５）基礎研修修了者の配置状況（いずれかに○を付すこと）

令和　　年　　月　　日

強度行動障害児特別支援加算届出書（令和３年４月以降）

①　福祉型障害児入所施設　　　　　　　　　②　医療型障害児入所施設

①　新規　　　　　　　　　②　終了

    ２　職員の勤務体制

  ※  加算を開始しようとする月の勤務割表を添付すること

　１　強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者　配置
　　　　（行動援護従業者養成研修修了者を配置した場合を含む）

　２　強度行動障害支援者養成研修（実践研修）受講予定者　配置
　　　　（研修受講計画作成済み）

　１　強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者　配置
　　　　（重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者又は
　　　　　行動援護従業者養成研修修了者を配置した場合を含む）

　２　強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）受講予定者　配置
　　 　　（研修受講計画作成済み）



（付表12）

【施設基準】

備考　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

ホ　加算対象児の居室は、原則として個室とすること。ただし、指導及び訓練上の必要がある場合には、２人用居室
   として差し支えないものとすること。

ヘ　行動改善室、観察室等の行動障害の軽減のための各種の指導、訓練等を行うために必要な設備を設けること。

イ　指定福祉型障害児入所施設（主として知的障がい児又は自閉症児を入所させるものに限る。以下同じ。）又は医療
　型障害児入所施設（以下「指定障害児入所施設」という。）の職務に月に１回以上従事する知的障がい児又は自閉症
　児の診療に相当の経験を有する医師を１以上配置すること。

ロ　指定入所基準第４条第１項第１号、第２項のイ、第３号のイ及び第４号から第６号までに定める従業者の員数又は
　指定入所基準第52条第１項第１号、第２号のイ及び第３号から第５号までに定める従業者の員数に加えて、常勤の
　児童指導員の員数が、次のいずれかに該当すること。

　①　加算の対象となる障害児（以下「加算対象児」という。）の数が４人以下の指定障害児入所施設にあっては、２以上。

　②　加算対象児の数が５人以上の指定障害児入所施設にあっては、２に、障害児の数が４を超えてその端数を増す
　　ごとに１を加えて得た数以上。

ハ　指定障害児入所施設の従業者のうち強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の課程を修了し、当該研修の事業
　を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を１以上配置し、支援計画シート等を作成
　すること。

二　心理指導担当職員を１以上配置すること。



（付表13）

事業所・施設の名称

サービスの種別 ① 児童発達支援 ② 放課後等デイサービス ③ ①・②の多機能

　　１　異動区分

人

備考　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

　　年　　月　　日

強度行動障害児特別支援加算届出書（平成30年4月以降）

　　　　　　　　　①　新規　　　　　　　　　②　終了

　　２　配置人数

　　強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者　配置
　　（重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者又は行動援護従業者養成研修
　　　修了者を配置した場合を含む）

（児童発達支援、放課後等デイサービス）



（付表14）その１

事業所・施設の名称

サービスの種別 ① ②  放課後等デイサービス   ③     ①・②の多機能

　１　異動区分

うち保健師の員数
（常勤換算）

うち助産師の員数
（常勤換算）

うち看護師の員数
（常勤換算）

うち准看護師の員数
（常勤換算）

月 ②開所日数

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

合計

　　２　　「看護職員の状況」には、サービス毎に単位を分けている場合は、看護職員の数を単位別に記載してください。

　　３　　多機能型（人員配置特例の利用あり）の場合、は、「看護職員の状況」単位①・②欄にそれぞれ児童発達支援と放課後等デイサー
　　　　　ビスの「基準人員」等をそれぞれ記載してください。

　　４　　「うち保健師の員数（常勤換算）」等には、サービス毎に配置されている看護職員の数を単位別に記載してください。

　　５　　看護職員の資格を証する書類の写しを添付して下さい。

　　６　　別表の医療的ケア児の名簿を提出してください。
　　　　　また、医療的ケアの判定スコアに該当することが分かる書類の提示をお願いします。

備考１　　「サービスの種別」、「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

　３　医療的ケア児
の

　　　医療的ケアス
コ

　　　ア

　４　医療的ケア児に対する支援を
提供できる旨の公表の方法
(ホームページアドレス等）

・看護職員加配加算（Ⅰ）【看護職員１人分の加算】
　　医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率（平均日数/開所日数）を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が
　　40点以上になること。

・看護職員加配加算（Ⅱ）【看護職員2人分の加算】
　　医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率（利用日数/開所日数）を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が
　　72点以上になること。

人　 人　

加配人数
（Ｃ－Ｂ－A）

人　 人　

①利用した医療的ケア児のスコ
ア（※）

③医療的ケアスコアの
合計の点数
（①÷②）

人　 人　

人　 人　

人　 人　

　２　看護職員の状況

単位① 単位②

（「サービスの種別」欄が③多機能で
人員配置特例を利用しない場合のみ）

サービスの種類

基準人数 A 人　 人　

医療的ケア区分に伴う基本報酬
を算定する上で配置する看護職
員の人数　Ｂ

人　 人　

看護職員の総数 Ｃ
（常勤換算）

人　 人　

①　新規　　　　　　　　　　　　②　変更　　　　　　　　　　　　　③　終了

令和　　年　　月　　日

看護職員加配加算に関する届出書（令和３年４月以降）

（主として重症心身障がい児を通わせる児童発達支援、放課後等デイサービスのみ）

  児童発達支援

（※） 「①利用した医療的ケア児のスコア」の計算方法

ア ： 医療的ケア児の医療的ケアスコアに当該医療的ケア児が利用した日数を乗じる。

イ ： 各月に利用実績がある医療的ケア児全員について、アの計算を行い、計算後の数値を合計する。

例）４月に医療的ケアスコア20点の医療的ケア児Ａは10日利用、医療的ケアスコア32点の医療的ケア児Ｂは15日利用。

③の数値が40点以上の場合は、看護職

員加配加算（Ⅰ）の、72点以上の場合

は看護職員加配加算（Ⅱ）の算定要件

を満たすことになる。



【別表】（付表14・付表15）その２

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

　　年　　月　　日

医療的ケア児の名簿（令和３年４月以降）

看護職員加配加算（児童発達支援、放課後等デイサービス）及び
看護職員配置加算（福祉型障害児入所施設）別表

障がい児の氏名 判定スコア点数



（付表15）その１

令和　　年　　月　　日

電 話 番 号

FAX 番 号

保健師 常勤換算 人

助産師 常勤換算 人

看護師 常勤換算 人

准看護師 常勤換算 人

月 ②開所日数

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

合計

注１　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付して下さい。

注２　看護職員の資格を証する書類の写しを添付して下さい。

注３　　別紙の医療的ケア児の名簿を提出してください。
　　　　また、医療的ケアの判定スコアに該当することが分かる書類の提示をお願いします。

看護職員の配置状況

医
療
的
ケ
ア
児
の
医
療
的
ケ
ア
ス
コ
ア

①利用した医療的ケア児
のスコア（※）

③医療的ケアスコアの
合計の点数
（①÷②）

異 動 区 分 ①　新規　　　　　　　　②　変更　　　　　　　　③　終了

連絡先 担 当 者 名

看護職員配置加算に係る届出書（令和３年４月以降）

（福祉型障害児入所施設）

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

③の数値が40点以上の場合は、

看護職員配置加算（Ⅱ）の算定

要件を満たすことになる。

（※） 「①利用した医療的ケア児のスコア」の計算方法

ア ： 医療的ケア児の医療的ケアスコアに当該医療的ケア児が利用した日数を乗じる。

イ ： 各月に利用実績がある医療的ケア児全員について、アの計算を行い、計算後の数値を合計

する。

例）４月に医療的ケアスコア20点の医療的ケア児Ａは30日利用、医療的ケアスコア32点の医療的

ケア児Ｂは28日利用。

⇒ 20点×30日＋32点×28日＝1,496点



（付表１６）

事業所・施設の名称

　１　異動区分

うち理学療法士等の員数

うち児童指導員等の員数

備考１　　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

　　　

　指定入所基準（平成24年厚生労働省令第16号）に必要となる従業者に加え、以下の従業者を常勤換算
で１以上加配していること。
ア　理学療法士等（専門職員）：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、心理療法の
　　技術を有する従業者又は視覚障害者の生活訓練の養成を行う研修を終了した従業者
イ　児童指導員等：児童指導員、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者等（上記備考４参照）

　２　従業者の状況

人数等

基準人数 A 人　

従業者の総数 B
（常勤換算）

人　

人　

人　

加配人数
（B－A）

人　

　　　２　　「うち理学療法士等の員数」には、サービス毎に配置されている理学療法士、作業療法
士、
　　 　　言語聴覚士、保育士、心理療法の技術を有する従業者又は視覚障害者の生活訓練の養成を
　　　 　行う研修を終了した従業者の数を単位別に記載してください。

　　　３　　「うち児童指導員等の員数」には、サービス毎に配置されている児童指導員又は強度行動
　　　 　障害支援者養成研修（基礎研修）を修了した指導員の数を単位別に記載してください。

　　　４　　重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者又は行動援護従業者養成研修
　　　 　修了者を配置した場合には、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者と同等の
　　　 　扱いとする。

（児童指導員等配置加算の要件）

①　新規　　　　　　　　　　　　②　変更　　　　　　　　　　　　　③　終了

　　年　　月　　日

児童指導員等加配加算に関する届出書（平成30年4月以降）

（福祉型障害児入所施設）



（付表17）

事業所・施設の名称

　１　異動区分

うち児童指導員の員数

うち保育士の員数

備考　　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

　　　

人　

　２　保育職員の状況

人　

人数等

基準人数 A 人　

従業者の総数 B
（常勤換算）

人　

人　

加配人数
（B－A）

　　年　　月　　日

保育職員加配加算に関する届出書

①　新規　　　　　　　　　　　　②　変更　　　　　　　　　　　　　③　終了

（医療型児童発達支援、医療型障害児入所施設（平成30年4月以降））



（付表18）

令和　　年　　月　　日

単位１

本体施設との距離及び交通
経路及び移動に係る所要時
間

※　福祉型障害児入所施設において、サテライト型として小規模なグループケアを実施する場合に
　届け出ること。
※　小規模グループケアの単位の定員は、４～６名とする。
※　居室の床面積は、4.95㎡以上であること。
※　小規模グループケアを実施する場合は、専任の職員として児童指導員又は保育士２名以上
　を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。
※　「本体施設との距離、交通経路及び移動に係る所要時間を記載すること（地図等の貼付も可）。
※　単位ごとに作成すること。（表が足りない場合は、適宜追加すること。）
※　新規の届け出の場合は、小規模グループケアを行う施設の平面図を添付すること。

便所

玄関

その他

台所

食堂

浴室

設備 備考

居室 児童一人当たりの面積（　　　　　㎡）

居間

届出区分 １．新規　　　　　　２．変更　　　　　　3．廃止

一単位当たりの定員 　　　　　　　　人 専任職員の配置人（職種：　　　　　　　　　　）

小規模グループケア加算（サテライト型）体制申請書（届出書）

（福祉型障害児入所施設（令和３年４月以降））

施設名 入所定員 人



（付表18）

対象児童の状況

単位１

年齢 性別児童氏名 本体施設での入所期間 グループケア実施期間



（付表19）

令和　　年　　月　　日

事業所・施設の名称

施設種別

　１　異動区分

配置するＳＷの資格等
（①か②を記入）

専従・兼任の別

１人目 ①専従　　・　　②兼任

２人目 ①専従　　・　　②兼任

備考１　「施設種別」、「異動区分」欄については、該当する番号に○を付けること。

　　　２　「配置するＳＷの資格等」は、以下の選択肢のいずれかを記入すること（両方に該当する場合、
　　　　①を選択すること）。

ソーシャルワーカー配置加算に係る届出書

① 福祉型障害児入所施設　　　　　② 医療型障害児入所施設

①　新規　　　　　②　変更　　　　　③　終了

　２　配置するＳＷの
　　　状況

　　　３　「専従・兼任の別」欄は、該当する番号に○を付けること。なお、「①専従」に○が付かない場合、
　　　　加算の対象にならないので注意すること。

　　　４　ＳＷとして専従で配置した従業者は、基準人員としては数えられないことに注意すること。

　　　５　ＳＷを２人以上配置した場合も加算の単位は変わらないことに注意すること。

　　　６　ＳＷを３人以上配置する場合は適宜欄を追加すること。

①：社会福祉士

②：５年以上障害福祉サービス、相談支援、障害児通所支援、障害児入所支援若しく

は



（別紙１）

1　行動障害支援体制加算

　①　強度行動障害支援者養成研修（実践研修）等を修了した常勤の相談支援専門員を

　　配置している。

　②　当該研修を修了した者を配置していることを公表している。

2　要医療児者支援体制加算

　①　医療的ケア児等コーディネーター養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を

　　配置している。

　②　当該研修を修了した者を配置していることを公表している。

3　精神障害者支援体制加算

　①　精神障害関係従事者養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を

　　配置している。

　②　当該研修を修了した者を配置していることを公表している。

※　それぞれ根拠となる修了証等の写しを別途添付すること。

※　当該届出様式は標準様式とする。

年 　　月 　　日

体制加算に係る届出書（相談支援事業所）

事　  業 　 所　  名

異　動　等　区　分 　１　新規　　　２　変更　　　３　終了

有 ・ 無

研 修 名

修 了 者 名

公 表 の 方 法

有 ・ 無

公 表 の 方 法

有 ・ 無

研 修 名

修 了 者 名

有 ・ 無

有 ・ 無

公 表 の 方 法

有 ・ 無

研 修 名

修 了 者 名



（別紙２）

①　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を

　目的とした会議を定期的に開催している。

②　当該指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、

　主任相談支援専門員の同行による研修を実施している。

③　当該指定特定相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対し、

　地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の

　援助技術の向上等を目的として指導、助言を行っている。

④　基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。

⑤　他の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び一般相談支援

　　事業所の従業者に対して上記①～③に該当する業務を実施している。　 

※　根拠となる修了証等の写しを別途添付すること。

※　当該届出様式は標準様式とする。

（審査要領）
①～④がすべて有の場合算定可。ただし、自事業所での実施が困難と判断される場合であって
④、⑤が有の場合、①～③は無であってもよい。

 　　年 　　月 　　日

主任相談支援専門員配置加算に係る届出書（相談支援事業所）

事 業 所 名

異 動 等 区 分 　１　新規　　　２　変更　　　３　終了

　 （任意。ただし、自事業所に他の職員が配置されていない等、①～③を自事業所内で実施することが困難な場合は必須。）

修 了 者 名

公 表 の 有 無 有 ・ 無

公 表 の 方 法

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無



（別紙３） 　　年　　月　　日

事業所・施設の名称

１　異動区分

職種 氏名
研修の実施主体

及び委託先等の名
称

常勤 非常勤 合計

実人員 人　 人　 人　

常勤換算方法
による員数

人　 人　 　　　　　　　人
（0.5以上であること）

職種 氏名
研修の実施主体

及び委託先等の名
称

常勤 非常勤 合計

実人員 人　 人　 人　

常勤換算方法
による員数

人　 人　 　　　　　　　人
（0.5以上であること）

備考１　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

ピアサポート体制加算に関する届出書
（令和３年４月以降）

①　新規　　　　　　　　②　変更　　　　　　　　③　終了

２　障害者ピアサ
ポート研修（これに
準ずる研修を含む）

を修了した職員

＜障害者又は障害者であった者＞

修了した研修の名称

＜その他の職員＞

　　５　受講した研修の実施要綱、カリキュラム及び研修を修了したことを証明する書類等を添付してください。

修了した研修の名称

　　２　研修を修了した職員は、＜障害者又は障害者であった者＞及び＜その他の職員＞それぞれ常勤換算方法で
　　　0.5以上を配置（併設する事業所（指定自立生活援助事業所、指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事
　　　業所、指定計画相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所に限る。）の職員を兼務する場合は当該兼務先
　　　を含む業務時間の合計が常勤換算方法で0.5以上になる場合を含む）してください。
        ただし、令和６年３月31日までは＜その他の職員＞が配置されていなくても算定可能。
　
　　３　＜障害者又は障害者であった者＞の職種は、サービス管理責任者、地域生活支援員、地域移行支援従事者、地
　　　域定着支援従事者、相談支援専門員、計画相談支援に従事する者、障害児相談支援に従事する者
　　　　＜その他の職員＞の職種は、管理者、サービス管理責任者、地域生活支援員、地域移行支援従事者、地域定着
　　　支援従事者、相談支援専門員、計画相談支援に従事する者、障害児相談支援に従事する者　が対象。
　　４　修了した研修の名称欄は「地域生活支援事業の障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修」等と具体的
　　　に記載。



（共生型１）

事業所・施設の名称

　１　異動区分

児童発達支援管理責任者 人

保育士又は児童指導員 人

備考１　　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

　　　２　　児童発達支援管理責任者の配置については、指定申請書（または変更届）に記載して提出するとともに、
経歴書、研修修了証・資格証の写しや実務経験証明書、勤務体制一覧表を添付して提出すること。

　　　　　　また、保育士又は児童指導員の配置については、資格証の写しや実務経験証明書、勤務体制一覧表を
　　　　　添付して提出すること。

　　年　　月　　日

共生型サービス体制強化加算に関する届出書（平成３０年４月以降）

①　新規　　　　　　　　　　　　②　変更　　　　　　　　　　　　　③　終了

　２　児童発達支援管理責任者
      等の配置の状況

（共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービス）


